
住み続けたいまちづく り基本施策５

基本施策５ 住み続けたいまち づく り

［  施策目標 ］

■交通弱者の解消と 町の財政負担の軽減に努めます。

■安全・ 安心な道路整備を 行い、高速交通社会への対応と 利便性向上を 目指し ます。

■豊かで潤いのある 水資源を、後世に引き 継ぎ、安全でおいし い水を 供給し ます。

■環境基本計画に基づき、地域に合っ た手法により、環境に配慮し た生活排水の適正処理を

行います。

■情報インフ ラ を 整備し 、新し い技術の恩恵を 誰もが享受※できる社会を 目指し ます。

○玖珠町には、町が運営する、まちなか循環バス・ ふれあい福祉バス・ 小型乗合バスと 民間の路線バス

が町内を 運行しています。人口減少により、利用者は年々減少しており、また、運転士等の確保やバス

等の維持管理費等が年々上昇しているため町の財政負担も 増加しています。

○高齢者の多い交通空白地域も みら れるこ と から 、利用者のニーズに対応し た取組が必要となってい

ます。

○国道や県道の整備及び改修等については、国及び県に対して早期整備を 要望しています。また、高速

道路等の道路網の整備により 全体的な交通量の増加が見ら れます。

○利用度が高く 、最も 身近な町道については、緊急性、重要性、安全性等を 考慮し ながら 逐次整備等を

進めています。今後は計画的かつ効率的な維持管理を 行う 必要があり ます。

○1 級・ 2 級河川の改修事業等の推進を 国や県に要望しています。

○河岸や河道内の土砂の堆積や樹木が繁茂する 箇所については、流水の阻害等準用河川への影響が

懸念さ れます。

施策５ -１ 　 都市機能の整備（ 公共交通・ 道路・ 上下水道・ 情報通信基盤）

※享受：

受け取って自分のも のにするこ と 。こ こ では、新たな 技術による 利便性や効率化等を 受け取り 、自ら の暮ら し を

より よいも のと し ていく こ と を 表し ます。

はんも

（ 公共交通）

（ 河川）

（ 道路網）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

○玖珠町の水道は、上水道、簡易水道、それ以外の水道が混在しており、健康で快適な住民生活と 産業

活動に欠く こと のできな い重要な社会基盤です。人口減少により 給水収益（ 水道料金収入）が減少す

るなかで、今後も 水質保全や快適で文化的な 生活環境の確保と と も に、安全・ 安心な 水を 供給する

整備が求めら れています。

○施設の老朽化による更新費用が増加しています。

○スマート フォン やタ ブレッ ト など の情報通信機器は、情報の収集を 行う だけでなく 、緊急時の連絡

手段と しても 活用さ れています。こ れら の端末は、重要な生活インフ ラ となっており、こう し た情報通

信を 支えるため、携帯電話の不感地域の解消に取り 組み、引き 続き 地域の活性化や暮ら し の安全の

確保につながる格差のない情報基盤の整備が求めら れます。

5 -1 -1： 地域公共交通網の維持・ 改善と 持続可能な公共交通の運営

○公共交通の利用促進に向けて、積極的に取り 組むと と も に、コ ミ ュ ニティ バス※の運行内容（ ルート・

便数・ 曜日）の見直し 、利用者が少な い路線・ 区間の予約型運行の実施等、交通弱者への配慮等に

視点を 置いた整備を 行います。

○玖珠町にある、すべての公共交通を 総動員し 、住民にとって利便性の高い公共交通を 目指し ます。

○住民や公共交通に関わる関係団体の意見を 公共交通の施策に反映さ せ、町全体で公共交通の取組

を 行っていきます。

○国や県、他市町村の公共交通に 対する 取組や情報を 注視し 、玖珠町にあっ た公共交通施策を 積極

的に実施し ます。

○玖珠町の排水処理率を 向上さ せるため、衛生的な生活環境を 確保していく ためにも 、合併浄化槽の

設置を 推進する 等、生活排水のあり 方について検討していく 必要があり ます。

※コ ミ ュ ニティ バス：

地域住民の移動手段を 確保するために地方自治体等が運行するバス。

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

（ 水道）

（ 生活排水）

（ 情報通信基盤）
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住み続けたいまちづく り基本施策５

5 -1 -2： 公共交通の新たな利用者の獲得

○公共交通マッ プ・ 総合時刻表の作成、バスの時刻表のオープン データ 化※を 行い乗換え 検索システ

ムへの対応を 図り、公共交通の新たな利用者の獲得に取り 組みます。

○利用し やすい公共交通となるよう 、鉄道・ 高速バス、路線バス、コ ミ ュ ニティ バスの接続の改善を 図

り ます。また、タク シーの利用促進を 図る 取組を 行い、町内での移動について円滑に目的地までいけ

る交通手段として利便性の向上を 検討し ます。

5 -1 -3： 町道の整備・ 維持管理

○各幹線道路と 町道と の接続を 強化し 、交通の円滑化と 機能性の高い道路網整備を 進めるため、町道

の改良、舗装、維持補修を 年次計画によって整備し ます。

5 -1 -4 ： 準用河川の整備・ 維持管理

○関係機関や地域住民と 連携し 、治水、利水、環境の視点から 、調和のと れた河川が本来有する機能の

維持に取り 組みます。

○人命や人家に危険を 及ぼす可能性がある 箇所については、土砂除去を 行う 等、河川の適切な 維持

管理に努めます。

5 -1 -5： 国や県と の連携・ 要望

○国道や県道の整備及び改修等の要望箇所について、必要性や緊急性を 調査し 、道路管理者である

国や県への要望を 行います。

○一般の国道、県道や地域高規格道路と のアク セスの向上を 図り、町内の物流や観光、産業の活性化

につなげるため、国や県に対して周辺の整備や道路の接続等について要望を 行います。

○1 級・ 2 級河川の整備や河川改修等の要望箇所について、河川管理者である国や県に要望を行います。

5 -1 -6： 安全な水の確保

○町内にある 上水道、簡易水道、それ以外の水道それぞれについて、適切な 整備を 行い、安全で 良質

な水道水の安定供給に努めます。

○浄水場運転管理マニュ アルを 作成し 、浄水場職員の技術の継承を 図り ます。

5 -1 -7： 排水処理施設の整備

○生活環境の向上と 公共用水域の水質保全に資するため、既存施設の適正な 維持管理に努め、衛生

的な生活環境を 確保し ます。

※オープン データ 化：

誰でも 許可さ れたルールの範囲内で自由に複製・ 加工や頒布等ができ るデータ と し て公開するこ と 。様々な公共のデー

タ を、ユーザ（ 住民、民間企業等） に有効活用し ていただき、社会経済全体の発展に寄与するこ と を 目的と し て取り 組ま

れています。
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

5 -1 -8 ： 情報基盤の整備に向けた生活環境の充実

○5 G（ 第5 世代移動通信システム）※1 の普及に伴い、国及び県の動向を 注視し 、適切な措置を 講じ ます。

○携帯電話の不感地域※２ の解消に取り 組み、情報格差のない情報基盤の整備に取り 組みます。

○玖珠町を 訪れた人がどこ でも 情報機器が使える 環境へと 整備するため、公共施設やまち なかで の

W i-F iの設置について検討し ます。

※1 5 G（ 第 5 世代移動通信システム）：

1 G 、2 G 、3 G 、4 G に続く 国際電気通信連合が定める 規定IM T-2 0 2 0 を 満足する 無線通信システム、「 超高速・ 大容

量通信」 、「 多数同時接続」 、「 超低遅延」 であり 、IoT の実現等、こ れから の暮ら し の様々な場面で 活用が期待さ れてい

ます。

※2 不感地域：

電波の届かない地域あるいは電波の送信が規制さ れている地域。

・ 公共交通を 積極的に利用する。

・ 道路の環境美化に協力する。

・ 水質汚濁防止に向けて、廃油等を 流さ ない等、家庭や地域でできること から 取り 組む。

○地域公共交通網形成計画  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   【 企画商工観光課　 企画政策班】

○循環型社会形成推進地域計画　 　 　 　 　 　  　 　 　 　                         　 　【 住民課　 環境班】

○玖珠町水道事業経営戦略   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　【 建設水道課　 水道班】

○く すまち 水道ビ ジョ ン    　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　【 建設水道課　 水道班】

○玖珠町水道事業アセッ ト マネジメ ント  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 【 建設水道課　 水道班】

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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住み続けたいまちづく り基本施策５

・ 家庭内での「 4 R 」（ R e f u s e・ R e d u c e・ R e u s e・ R e c y c le ）を 意識的に行う 。

・ 普段の生活において温室効果ガスの排出を 少しでも 削減するよう 工夫する。

［  施策目標 ］

■環境基本計画に基づき 環境に配慮し た自然にやさ し いまちを 目指し ます。

○環境保全の重要性が叫ばれる な か、循環を 基調と し 、で きるだけご みを 出さ な い社会を 形成し て

いく こ と が求めら れており 、ご みを 減らす「 4 R 」（ R e f u s e［ ゴ ミ の発生回避］・ R e d u c e［ ゴ ミ の

排出抑制］・ R e u s e［ 製品・ 部品の再利用］・ R e c y c le［ 再資源化］）を 心がけて、環境にやさ し い、

無駄のない循環型社会の形成が求めら れます。

○玖珠町の豊かな 自然環境は、大切な 地域資源と なっており 、こう し た自然環境の保全を はじ め、あ

ら ゆる 環境問題への対応を 住民と 協働し て推進し 、環境と 調和する まち づく り を 進めていく 必要

があり ます。

施策５ -２ 　 循環型社会・ 環境保全の取組

5 -2 -1： ごみ減量化への取組

○ご みを 減らす「 4 R 」を 心がけ、ご みの再資源化や生ご み堆肥化等、リ サイクルシステムの構築を 進

め、環境負荷の低減を 図り ます。

5 -2 -2： 地球環境保全の取組

○家庭で できる エコド ライブ、マイバッ グ、エコ クッ キング等、住民・ 事業者と の連携・ 協力による 地球

温暖化等、地球環境保全に向けた啓発活動を 推進し ます。

○2 0 3 0 アジェ ンダ（ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ）の実現に向け、環境、経済、社会がう まく 循環する社会の構築を 目指し

ます。

（ 循環型社会・ 環境保全）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

○玖珠町環境基本計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  【 住民課　 環境班】

○玖珠町一般廃棄物処理基本計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  【 住民課　 環境班】

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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住み続けたいまちづく り基本施策５

［  施策目標 ］

■自然と の調和や景観が保たれた土地利用、施設の適正配置やコ ンパクト シティ の推進によ

り、自然と 歴史、都市機能が調和し た環境を 保全し ます。

■自然と 住空間の調和を 大事にし 、豊かな自然景観が維持さ れるまちを 目指し ます。

○玖珠町で は、町内の自然環境に 配慮し 、地域経済の活性化、快適な 生活環境につながるよう 、土地

利用関連計画や基盤整備関連計画と の整合を 図り ながら 、住民生活の利便性や安全性を 考慮し

た計画的かつ適正な 土地利用を 推進し ていく こ と が求めら れます。

○玖珠町内で は、医療や買い物施設等の公益施設の多く が都市計画区域内に 立地し ています。今後

の高齢化等を 考慮すると 都市計画区域外と の日常生活が行える ネッ ト ワーク を 構築する 必要があ

り ます。

○今後、本格的な 人口減少や少子高齢化社会が到来する 中、自然災害への対応等、様々な 世代がそ

れぞれのラ イ フステ ージ に合わせた生活が送れる よう に取組を 行う 必要があり ます。そのた め中

長期的に医療や買い物等の公益施設の継続的な 提供が行える よう に、都市・ まち づく り を 進める

必要があり ます。

○豊かな 自然に恵まれている 玖珠町においては、眺望、景観が重要な 地域資源と なっており 、その地

域資源を 損なう こ と がな いよう 計画的に整備を 行う こ と が必要となっています。

○アン ケート 調査から みら れるよう に、玖珠町の強みと し て、「 自然環境」や「 童話の里」等自然・ 歴史

文化に対する 想いが潜在的な 意向と し てう かがえ 、自然環境や景観等に配慮し た取組が求めら れ

ています。

○多く の景観は人々の生業や生活、保全により 景観資源と し て成り 立ちます。そのため各種施策と の

連携が必要で す。

○自然再生エ ネルギー施設設置に対する 法的規制等がな い状況で あり 、玖珠町の自然環境及び景

観が損な われるおそれがあり ます。

施策５ -３ 　 土地利用・ 景観保全の取組

※コ ンパク ト シティ プラスネッ ト ワーク ：

少子高齢化と 人口減少に備え、コ スト 削減と 利便性の両立のため、都市機能の集約等を 進めるコ ンパク ト シ ティ が政

策と 公共交通網の再構築を はじ めと する イ ン フ ラ ネッ ト ワーク の構築による 都市再整備を 組み合わせて実現し よう と

いう も の。

（ 土地利用・ コ ンパク ト シ ティ プ ラス ネッ ト ワーク ※）

（ 景観形成）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

○玖珠町都市計画マスタ ープラン  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　  【 企画商工観光課　 企画政策班】

○玖珠町立地適正化計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　   【 企画商工観光課　 企画政策班】

○玖珠町国土利用計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　   【 企画商工観光課　 企画政策班】

・ 自然環境保全・ 眺望・ 景観を 重要な地域資源と して理解し 、保全に協力する。

5 -3 -1： 計画的な土地利用・ コ ンパクト シティ プラスネット ワーク の推進

○中長期的な 視点のも と 、緩やかに都市計画区域内への居住誘導を 行う こと により、日常生活が徒歩

圏内で行える環境づく り を 進めます。

○また都市計画区域内での都市機能立地エリ アと 都市計画区域外の地域を 結ぶ道路や地域交通等を

含めたネッ ト ワーク 構築を 行います。

○増加傾向にある空き 家・ 空き 地に対して、資産流動を 高めること により 都市基盤の充実を 図り ます。

○人口の社会増を 目指すため、移住・ 定住者等への住宅取得補助を 行います。

5 -3 -2： 景観計画の策定

○次世代に引き 継ぐ・ 保全する景観施策に住民・ 民間事業者・ 行政が一体となり 取り 組むため、景観計

画を 策定し 、自然的・ 歴史的文化資産を 保全し ます。

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

※表 中 の（ －）は、該 当 指 標 の 現 況 値 が 不 明、ま た は 把 握 で き て い な い 項目
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住み続けたいまちづく り基本施策５

［  施策目標 ］

■安全で 良好な 住環境の整備・ 供給と と も に、町営住宅の適切な 維持管理により、長寿命化

を 推進し ます。

■空き 家が適切に管理さ れ、利活用が活発なまち を 目指し ます。

■コ ロ ナ禍にあっても 、情報通信技術等を 活用し た新し い生活様式の定着を 図り、住民生活

の利便性の向上を 目指し ます。

○少子高齢化や人口減少社会の到来に より 、空き 家が増加し 、特に適切な 管理が行われていな い空

き 家については、防災、衛生、景観等の面で 周辺の生活環境に悪影響を 及ぼし ており 、社会問題と

なっています。

○今後も 空き 家が増加するこ と が予想さ れま す。玖珠町空家等対策協議会において、空き 家施策に

関わる 事項について協議を 行っていますが、空き 家の現状把握がで きていな いほか、家財や仏壇

の処理、耐震化がで きていな い等、空き 家を 利活用するた めには、課題が多く あり 、適切な 対策が

急がれます。

○玖珠町で は、町内に居住、または居住し よう と する 人で、住宅に困窮し ている 人に対し て、町営住

宅等の入居者の公募を 行い、賃貸を 行っています。

○玖珠町の公営住宅は、令和元年度末時点で、管理戸数は3 0 6 戸（ 1 9 団地）であり 、耐用年数の半

分を 経過し た 住戸数は7 2 戸（ 2 4 ％・ 5 団地）、耐用年数を 経過し た 住戸数は1 5 1 戸（ 4 9 ％・

1 3 団地）と なっており 、老朽化が進んで います。そのため、長寿命化や建て替え 、用途廃止等中長

期的な 視点に立っ た 戸数の見直し と コ スト 縮減を 図り 、必要な 供給戸数を 維持し ていく 必要があ

り ます。

○住戸形態においても ニーズが多様化し ており 、年齢や世帯構成等を 配慮し た住宅の供給が求めら

れます。

施策５ -４ 　 生活基盤の整備（ 住ま い・ 新し い 生活様式・ 公園・ 緑地）

（ 空き 家対策）

（ 公営住宅）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

○新型コ ロ ナウイルス感染症の影響により、社会が大きく 変革しています。今後、ウイルスと の共存を 余

儀なく さ れる w it h コ ロ ナ時代を 見据え 、IC T（ 情報通信技術）を 活用し たオン ライン による 経済活

動、生産活動、医療、教育、働き 方、コ ミ ュ ニティ 等のデジタ ルト ラ ンスフォ ーメ ーショ ン（ Ｄ Ｘ ）※が加

速し ていき ます。様々な 場面において多様な 選択肢を 提供でき、幅広い世代に対応し た新し い生活

様式を 構築・ 実践していく 必要があり ます。

○玖珠町では玖珠町総合運動公園や三島公園、塚脇街区公園の都市公園があり、休日には多く のスポ

ーツ 団体や住民の方が憩いの場と し て利用し ています。そのため、住民ニーズに対応し た都市公園

機能を 引き 続き 提供する必要があり ます。

※デジタルト ランスフォ ーメ ーショ ン（ Ｄ Ｘ ）（ D ig it a l t r a n s f o r m a t io n ）：

単なるデジタ ル化やIT 化ではなく 、デジタ ル技術を 手段と し て用い、事業や働き 方に革命的な 変化を も たらすこ と 。デジ

タ ル技術を 手段と し 、ワーク スタ イルやラ イ フ スタ イルの変革、市場開拓、新たな価値の創造を 実現する意味合いを 持っ

ています。

※特定空家等：

空き 家のう ち、放置するこ と が不適切な状態にある建物（ その敷地を含む） のこ と 。次の状態にある場合が該当し ます。

・ 空き家のう ち、そのまま放置すれば倒壊等著しく 保安上危険な状態または、著しく 衛生上有害と なるおそれのある状態

・ 適切な管理が行われていないこと により 著しく 景観を 損なっている状態

・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること が不適切である状態

5 -4 -1： 空き 家対策の推進

○所有者等自ら の管理を 促進するために、空き 家相談窓口の設置を 行う と と も に、空き 家バンク への

登録や空き 家リ フォ ームへの補助を 行い、空き 家の利活用を 推進し ます。

○適正な 管理が行われていな い空き 家等に関しては、適切な 助言を 行い、特定空家等※になら な いよ

う 適正管理を 促し ます。

○玖珠町空家等対策協議会において特定空家等に該当すると 認めら れる場合は、行政執行等、適正な

措置を 行います。

5 -4 -2： 町営住宅の維持管理・ 長寿命化

○「 玖珠町公営住宅等長寿命化計画」により 、適正な 住宅供給戸数の確保を 行い、効率的かつ効果

的な 維持管理を 行う こ と により 今後の町営住宅の長寿命化及びライフ サイクルコ スト の縮減を 図

り ます。

○町営住宅の更新にあたっては、新規に建てる 住宅の場所も 勘案し 、総合的にみた行政コ スト の削減

につながる取組を 行います。

（ 新し い 生活様式）

（ 公園・ 緑地）

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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住み続けたいまちづく り基本施策５

○玖珠町公共施設総合管理計画                                                           【 総務課　 管財班】

○玖珠町公共施設個別管理計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                        【 総務課　 管財班】

○玖珠町空家等対策計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　             【 企画商工観光課　 地域力推進班】

○玖珠町公営住宅等長寿命化計画　 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　           【 建設水道課　 管理班】

・ 空き 家・ 空き 地の管理は、所有者が責任を 持つ。

・ 空き 家・ 空き 地が利活用可能な場合、地域や自治委員を 通じ て空き 家バンク 等を 活用し 、利活用を

図る。

・ 地域の環境美化に努める 等、地域ぐるみで生活環境の向上に取り 組む。

5 -4 -3： 新し い生活様式への対応

○新型コ ロ ナウイルス感染症対策の観点も 含め「 3 密対策」「 非接触」等のための社会的な 環境整備、

文化・ 教育活動、医療や買い物と いっ た移動に対する 新たな 生活スタ イルの確立、事業構造の改革

等、住民生活、経済活動のオン ライン 化によ る デジタ ルト ラ ンスフォ ーメ ーショ ン を 推進し 、生活利

便性の向上や新たな価値の創出を 図り ます。

5 -4 -4 ： 住民ニーズに対応し た都市公園機能の提供

○玖珠町総合運動公園等の都市公園については、各種スポーツ団体が利用しています。そのほかにも 、

子育て世代の憩いの場や高齢者世代のウォ ーキングの場等多く の方々が利用し ています。そのた

め、都市公園機能の適切な 維持管理と 住民ニーズに対応し た公園機能提供を 継続的に行う こ と に

より、人々が集う 空間づく り を 行います。

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

5 -5 -1： 災害時等地域で支え合う 環境整備

○日頃から の災害に対する 備えや災害発生時に自発的に活動が行えるよう 、自治区、防災士会、災害

ボラ ンティ ア、4 地区（ 森・ 玖珠・ 北山田・ 八幡）防災士会連絡協議会等と 連携して、災害時の対応につ

いて情報を 共有する 等、地域で 支え合う 環境を 整備し ます。

○災害危険区域や避難場所の周知、情報連絡体制の確立を 図り 、迅速な 防災活動の支援に つながる

よう 、ハザード マッ プ を 活用し た防災訓練、防災教育を 行います。また、必要な 支援の共有や災害時

に活動できる人材の発掘、リ ーダーの育成等、地域防災力の向上に努めます。

［  施策目標 ］

■過去の災害を 教訓と し 、地震・ 水害・ 土砂災害等の自然災害の発生に備え、災害に強い地

域、人づく り を 目指し ます。

■消防団と 連携し た地域防災力を 促進していく ために必要な支援を 行い、消防・ 防災体制の

強化を 目指し ます。

○自然災害から 安全・ 安心な 生活を 守るた めには、身近な 地域で の対策が必要不可欠であり 、避難

所の備蓄品の充実のほか、ハザード マッ プ を 活用し た 防災訓練、自主防災組織、防災士会等によ

る 地域防災力の強化が必要となっています。

○大規模な 自然災害によ る 被害が広範囲で 発生し た 場合、道路、鉄道等の都市基盤の復旧を 進め

るこ と が必要である ほか、住宅、商業地等、町内各地においても 、被災し た 建物の修理や建て替え

等、生活機能の早期回復を 行う 必要があり ます。そのた め、地域防災計画の見直し や国土強靭化

地域計画等、安全かつ強靭な 地域づく り に向けた予防・ 応急・ 事前復興対策を 行っていき ます。

○消防団においては、人材確保・ 育成により 適正配置に取り 組むほか、消防装備・ 施設の充実を 図

り 、災害時の動員、対応力の強化を 図る 必要があり ます。

施策５ -５ 　 防災・ 消防・ 減災・ 事前復興の取組

（ 防災・ 減災・ 事前復興対策）

（ 消防団）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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住み続けたいまちづく り基本施策５

・ 自然災害の発生に備え、防災用品の備蓄や防災訓練等に参加する。

・ 地域の危険箇所を ハザード マッ プ で確認し 、災害時は早めの避難行動を 心がける。

・ 災害時に地域で支え合えるよう 、日頃から 話し 合いを 行う 等、普段から 備えるよう 心がける。

・ 災害や救急時には、高齢者や障がい者、妊産婦等の避難支援等に協力する。

5 -5 -2： 消防の整備充実

○消防団員数が減少しており、人材確保に向けた取組を 進めます。また、各種災害等に対応できる組織

の再編を 行う ほか、機動性のある消防装備、施設の整備等の充実を 図り ます。

○常備消防と の密接な連携・ 協力の下で消防活動の強化を 推進し ます。

5 -5 -3： 災害に強い体制づく り

○町の危機管理体制の確立を 図ると と も に、地域防災計画の見直し や業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ）による

体制づく り を 確立し 、災害に強い体制づく り を 推進し ます。

○地域の避難所における 備蓄品の整備や防災行政無線の整備、活用に取り 組み、減災に向けた安全

で強靭な地域づく り を 推進し ます。

5 -5 -4 ： 災害廃棄物処理体制の確立

○災害時の廃棄物を 適正かつ円滑・ 迅速に処理し 、生活環境の保全・ 公衆衛生の確保、早期の復旧・

復興を 実現するために、平常時から 災害廃棄物処理体制の確立に向けて取り 組みます。

5 -5 -5： 新型感染症等対策

○災害発生時に感染症のまん延防止や被災者の健康管理を 迅速・ 的確に対応できるよう 、新型コ ロ ナ

ウイルス感染症等の対策に基づいた実践的なマニュ アルを 作成し 、継続的な 訓練を 実施し ます。ま

た、新たな感染症等が発生し た場合も 迅速に対応できるよう 、平常時から の情報収集に努めます。災

害が発生し た場合を 想定し 、県や保健所等と の連携強化に努めます。

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）
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住み続けたいまちづく り 基本施策５

○玖珠町業務継続計画　 　 　 　 　 　 　 　                                            　 　【 総務課　 行政班】

○玖珠町地域防災計画　 　 　 　 　 　 　                         　 　 　 【 基地・ 防災対策課　  基地防災班】

○玖珠町国土強靭化地域計画　 　 　                        　  　 　 　 【 基地・ 防災対策課　  基地防災班】

○玖珠町国民保護計画　 　 　 　 　 　                        　 　  　 　 【 基地・ 防災対策課　  基地防災班】

○玖珠町災害廃棄物処理計画　 　 　 　 　 　 　                                            【 住民課　 環境班】

○玖珠町耐震改修促進計画　 　 　 　 　 　 　                                       　【 建設水道課　 管理班】

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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住み続けたいまちづく り基本施策５

5 -6 -1： 防犯対策の推進

○防犯灯未整備の地域に対しては、引き 続き 補助を 行う と と も に、既存防犯施設の持続的な 維持管理

に努めます。

○地域の見守り、声かけを 通じ て、啓発を 兼ねた防犯活動を 推進し ます。

5 -6 -2： 交通安全意識の普及啓発

○関係団体や警察等と 連携し 、定期的な啓発活動を 実施すると と も に、小学校等での交通安全教室を

開催し 、交通安全思想の普及・ 啓発に努めます。

○高齢ド ライバーの交通事故防止を 図るため、警察等の関係機関と 連携し て、交通安全講習会を 実施

すると と も に、運転免許証の自主返納を 推進するため、制度の周知を 図り ます。また、返納後も 安心

して生活すること ができるよう に高齢者施策と 連携し た支援を 検討し ます。

［  施策目標 ］

■住民の防犯意識の高揚、防犯活動について、警察や行政だけでなく 、地域が一体となって取

り 組み、安全・ 安心な地域社会を 目指し ます。

■交通安全施設の維持管理に取り 組むと と も に、交通ルールの遵守や運転者のマナー向上

に向けて、幅広い世代の交通安全意識の向上を 目指し ます。

○玖珠町では、防犯対策と し て不審者情報や詐欺被害の予兆があっ た 際の注意喚起等により 、防犯

意識の普及高揚に努める ほか、Ｌ Ｅ Ｄ 防犯灯を 計画的に整備し 、地域における 防犯対策を 講じ て

います。

○交通安全運動においては、各小学校で 交通安全教室を 実施し ていますが、今後も 交通安全施設等

について整備・ 充実を 図る 必要があり ます。

○防犯や交通事故防止については、地道な 啓発活動によ る 住民の意識の普及・ 高揚が必要であるこ

と から 、引き 続き 関係機関と 連携し て、各種運動を 実施する 必要があり ます。

○近年、高齢者が運転する 自動車の事故が多発し ているこ と に伴い、こ れまで 以上に高齢者の交通

事故防止に対する 関心と 重要性が高まっており 、その取組が求めら れています。

施策５ -６ 　 防犯・ 交通安全対策

（ 防犯対策、交通安全対策）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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5 -6 -3： 交通安全施設の整備充実

○町内における 事故等の危険箇所の把握に務めると と も に、歩道や交通安全施設の整備等、危険箇

所の解消に取り 組みます。

○第1 1 次玖珠町交通安全計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                        【 基地・ 防災対策課】

・ 交通ルールを 守り、交通事故防止に努める。

・ 地域での交通安全活動、防犯活動に参加・ 協力する。

・ 通園・ 通学時には、地域の“ 目”と して見守り 等に協力する。

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

住み続けたいまちづく り 基本施策５
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